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「三田学会雑誌」83巻特別号一n  (1991年 3 月）

フィリピンの労働者の海外送り出し政策

山 形 辰 史

1. は じ め に

近年日本では外国人労働者の受け入れ論議が盛んである。 その際議論のなかで，r外国人労働者 

受け入れは，送 り 出 す 途 上 国 の た め に な る（あるいはならない）から， 経 済 協 力 の 一 環 と し て （は） 

外 国 人 労 働 者 を 受 け 入 れ る べ き で あ る（べきではない）。」 という意見が述べられることがある。

このような論争のなかで， 同 じ 「労働者送り出し国の経済発展」 という目的に対して受け入れ論 ,

蹄め出し論があることからわかるように，経済発展に労働者の送り出しが大きく貢献するものなの

力、， あるいは， 労働者送り出しは送り出し国にとって不幸な結末しかもたらさないものなのかは，
_  (1)

今少し検討の余地があると考える。

本来，送り出し国自体に活発な経済活動があり，旺盛な労働需要があれば， 国内の労働者が海外 

に雇用先を求める必要はない。 そして地元で雇用を得られれば，稼ぎ手と家族が別れて生活すると 

いう不幸を免れることはできるので，海 外 労 働 の 全 て のメ リッ ト， デメリッ トを考慮に入れても， 

国内で雇用を創出したほうが送り出し国の国民にとって幸福であることは，直観的に推察できる。

しかし， 国内に雇用機会を生み出すことが容易であったらそもそも何も問題はない。 また， 日本 

のような労働者受け入れ国が門戸を閉ざせば，送り出し国の労働者の賃金が下がり， 国内外の資本 

が送り出し国で生産活動を開始し，雇用機会が創出されるだろうとの考え方も理論的にあり得るが , 

現在受け入れ国に存在する労働需要に匹敵するほどの雇用機会を， 少 な く と も 短 •中 期 的 に 送 り 出  

し国に求められるかどう力S はなはだ疑問である。 I960年代から今日まで多くの発展途上国が外資 

の受け入れ政策をとってきたが， それでも顕在失業や潜在失業が大きく減少したとは言えないであ 

ろう。 このような経緯から考えて，送り出し国で大きな雇用機会を創出し，現在海外で働いている 

労働者を送り出し国内に呼び戻すことは容易ではないと考える。

もしこのような認識が正しければ， 労働者の送り出し政策は次善とはいえ，必要な政策であると 

いえる。 しかし， 国民を移民としてではなく，一時的な労働者として大規模に海外へ送りだす政策 

を とった経験は先進国にも蓄積されておらず，戦後， トルコ，バキスタン， フィリピン等で初めて 

行われたといってよいだろう。 どのような政策が， 送 り 出 し 国 （多くの場合発展途上国）の発展にと

注 〔1 ) この件に関する筆者の考察は，経済学的観点に絞って山形（1989)で行ったので参照いただきたい。
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CIIR (1987) pp. 14-16, Sagalla (1988a) pp. 20-21,山本 G989), Tomas (1986)を参照のこと, 

前掲言，前掲論文参照。
Sagalla (1988a) p. 2 1 ,Sagalla (1988b) p. 28 参照。
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って意味があるのか，送り出しにはどのような機関が携わるべきか， また， 海外の労働者を保護す 

るにはどうしたらよいか，等々考えるぺきことは数多く存在する。

フィリピンは発展途上国有数の労働者送り出し国である。 労働者および移民の海外送り出しの歴 

史も古く，送り出しに関し多様な政策をとっている。 このような点からみて， フィリピンの労働者 

送り出し政策を検討することは，発展途上国一般にとって望ましい送り出し政策を考える上で，非 

常に有用であると考えられる。 そこで以下では， フィリピンの送り出し政策を整理し， その特徴を 

明らかにする。

以下，初 め に 2 で， フィリピンの海外労働者移動の推移を追う。 移 民 を 含 め た 労 働 移 動 の 態 様 . 

政策的変化を記述する。 その後， データを見ながら， 1975年以降の海外労働移動の変化について触 

れる。 3 では， フィリピン海外雇用庁を中心に展開されている諸政策を整理する。 そ し て 最 後 に4 

で， フィリピン労働者の海外送り出し政策から得られる含意を述べる。

2 . フ イ リ ピ ン の 海 外 労 働 移 動 の 推 移  

2.1 フィリピン人海外移動概史

( 2 )

2 . 1 . 1 第 1 次石油危機までの海外移動

1901年にアメリカがフィリピンを植民地とし， その後1906年にハワイへ初の契約労働者が雇用さ

れた。 それ以前にも米領になる前のハワイでの雇用， アメリカの前の宗主国スペインの軍享雇用な

どあったが， それらは限定的なものと考えてよい。 最初のハワイ移民は砂糖きびプランテーション

に雇用された。 1908年 に ハ ワ イ 砂 糖 植 民 者 協 会 （Hawaii Sugar Planters' Association ; HSPA) が大規

摸な労働者戟旋活動をフィリピンとプュルトリコで展開した。 ハワイ移民の生活にはハワイの法に

よる束縛が多く，生活がしやすかったとは決して思えないが，概してハワイ移民はハワイでの生活
(3)

の将来に希望を抱いており，定住する傾向が強かったという。 また，初期の契約の条項には， フィ

リピン帰国の渡航費用に関し雇用者の責任が盛り込まれておらず問題になったが， これに対応して

後 に H S P A は， 3 年間の契約労働の終了後に帰国の渡航費を出すこと， 衣 服 .医 療 品 の 支 給 を 行

うこと等を契約の条項に盛り込み，渡航費用負担の責任が明確になった。

このころから悪質な人材幹旋業者がおり労働者を食い物にしていたが， これに対する処置として
C 4 )

1915年， 当時のフィリピン政府は人材戟旋を許可制とした。 こ れ は 共 和 国 法 （Republic A c t)第2486 

号として，①韓旋を行う個人も し く は 企 業 は 年500ぺソを，幹旋活動を行った場所の県当局に納め 

ること，②契約終了もしくは肉体的に就労が困難になった場合に無料で帰国させること，③人材幹

注 C2

(3

(4



旋の 許 可 証 取 得 に つ い て 毎 年6 ,000ぺソを支払うこと， などが定められた。

ハワイの労働需要が減少すると， フィリピン人の多くはフィリピンに戾るか， あ る い は ア メリカ 

本土へ渡 っ た 。 アメ リカ本士では主として野菜や果物の収獲に従事した。 し か し 1934年 の フィリ 

ピン独立法〔タイディングス. マクダフィ一法）によりフィリピンが「コモンウェルス」 となり自治政 

府 が 樹 立 さ れると，アメリカ移 民 法 によってフィリピン人は外国人とみなされ， ハワイを含むアメ 

リ力への移民は年50人に限定されることとなった。

戦後もアメリカ移民は制限されたが， 船員として， あるいはグァム島や沖縛の復興のための建設 

労 働 者 と し てフィリピン人は雇用された。 また，朝鮮戦争， ヴュトナム戦争の際にも建設労働者と 

して雇用された。1950年代 後 半 に は英領北ボルネオにもフィリピン労働者が雇用され， 後 に は 5 年 

間25,000人 の フィリピン人の労働について，イギ リ ス ー フィ リピン間で2 国間協定が結ばれるに至 

った。 1960年代後半にはカナダ， アメ リカの移民制限がぽ和された。 1965年アメリカ移民法におい 

て国別の移民割当てが廃止され， フィリピン人のなかでも医者，看護婦， ェンジニア，歯科医とい 

った技術者層が多く移動した。

2.1 .2 3 機関体制の始まり

ヴェトナム戦争が終わると中東での建設プームが始まった。 それまで，政府の政策は民間の不法 

韓旋業者の規制と最低限の労働基準，送金に関するものに限定されていた。 しかし， 中東への労働 

者の流出が大量で， 中東が文化的にフィリピンと大きく異なっている上，労働需要は教言水準の低 

いプル一力ラーが中心であったこと， また， 中 東 諸 ■もこのような大量の文化的背景の異なる労働 

者を受け入れることに慣れていなかったこともあって，雇用関係， 労働者の厚生，不法幹旋業者の 

取り縮まり等の面でさまざまな問題が沸き上がった。 そ こ で 政 府 は 1974年，大 統 領 令 （Presidential 

Decree)第442号 と し て 労 働 法 （Labor Code)を制定し， 労 働 者 の 海 外 送 り 出 し 政 策 を 「海外盾用開 

発 委 員 会 （Overseas Employment Development Board ； OEDB)丄 「厲 用 サ ー ビ ス 局 （Bureau of Em

ployment Services; BES)丄 「国 家 船 員 委 員 会 （National Seamen Board ; NSB)」 の 3 機関体制で行う 

こととし(^)。分担は，O ED B 力' : , 船員以外の全海外労働者の政府による-幹旋を取扱い， B E S がや 

はり船員以外の全海外労働者を対象とする敦旋業者の取縮を行い， N S B は船員に関し， 政府によ 

る雇用先の幹旋と幹旋業者の管理の両方を担当するというものであった。 また，諸外国に配置され 

ていたフィリピン大使館の労働担当官やその他の外交官が，情報収集などを通じて協力することと 

された。

1976年イラン政府が千人単位の，技術者を中心とする労働者を雇用したのを皮切りに，OEDBを 

経由する労働者敦旋は增加した。 こ の 他 に OEDBは 政 府 ミッションの派遣，バプアニューギニア，

注 （5) Achacoso (1987) pp. 4-7, ESCAP (1987) pp. 162-63,佐 々 木 （1989b) p. 4 を参照。 Achacoso 

(1987) p. 5 によれぱ， フィリピンの労働者の海外送り出し政策は， 韓国の海外での請負*業の成功 
に刺激されたものである。なお，Tomas D. Achacosoは F*OEAの長官である。
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ナイジュリア， イランなどとの政府間雇用協定の蹄結， チへラン， ハーグ， ジュネーヴ， ニューヨ

ークなどへの雇用開発センターの設置などを行った。 N S B は 「雇 用 会 館 （Hiring Hall) 」 を 設 置 し

雇用希望者の登録を行うと同時に海外の船会社にその場で面接させるなど，便宜を図った。

1974年の労働法により機構改革を行った時点では， 当 局 は 4 年後の1978年までに労働者の海外雇

用 の 韓 旋 を O E D B と N SB に* 中させ，民間幹旋業者を徐々に排除することを計画していた。 と

いうのは，幹旋を政府の手に委ねることが， 海外労働者に対する詐欺行為や不当な扱いといった問

題を解決する唯一の方途と考えられたからである。 しかし， 中東地域の旺盛な労働需要を政府機関

だけでカバーするのは困難であることが明白になり，1978年，労働法は修正され，逆に民間幹旋業

を育成するよう方針転換がなされた。 この背景には民間幹旋会社の認知を目的とした強力なロビー
( 6 )

活動があったといわれている。 また， この時期債務負担がどんどん大きくなっており，外貨獲得の
(7)

手段として海外労働者の送金に期待がかけられた。 民間への機能の移譲はこのあとも続き， 1980年 

に労働法が再び改定され，O ED B の幹族は外国政府を顧客とするものに限定された。

( 8 )

2 . 1 . 3 フィリピン海 外 雇 用 庁 （PO EA )の設立

機構改革はこれにとどまらず，1982年 に 上 記 3 機 関 を 統 合 す る フ ィ リ ピ ン 海 外 雇 用 庁 （Philippine 

Overseas Employment Administration ; PO EA )が設立され， 現在に至っている。 設立の趣旨は， そ 

れ ま で は 大 きく展開されてこなかった市場調査 . 市場開発などを積極的に行うことであった。 また， 

同時に予算の縮小，人員の削減も行っており， これらも統合の大きな目的の1 つであったと推測さ 

れる。 P O E A は 展 用 労 働 省 （Ministry of Labor and Employment; MOLE, 現 在 は 雇 用 労 働 局  

Department of Labor and Employment; D O L E )の管f言の下に設立された。 また， 国家経済開発庁 

(N E D A ),外務省， 中央銀行，海 外 フ ィ リ ピ ン 人 委 員 会 （Commission on Filipinos Overseas) 等と協 

力し，各種幹旋業界団体とも定期的に協議することになっている。

組織としては，POEA長官の上に労働雇用大臣， 大 統 領 の 任 命 に よ る 民 間 人1 名 と POEA 長官 

の 3 名 で 構 成 す る 管 理 委 員 会 （Governing Board)を置き，最 重 要 享 項 の 決 議 を 行 う （付図参照)。 ま 

た，民間部門の関係者で構成する顧問会議を2 つ 〔船員雇用；sea basedと船員以外の雇用；land based) 

設け，随時民間の意見を吸い上げる仕組みになっている。POEAは 5 つ の 部 （Office)からなる。 具 

体的には，POEA の経営管理を担当する管理サービス部と，雇 用 準 備 サ ー ビ ス 部 （Pre.employment 

Service O ffice),厚 生 . 雇 用 部 （Welfare and Employment O ffice),許 認 可 . 規 制 部 （Licensing and 

Regulation Office),審 判 部 （Adjudication Office) の 5 つである。

1982年 以 降 は P O E A を中心に， フィリピンの労働者送り出し行政が行われた。 1982年以降の政 

策の変化については， 3 で言及する。

注 （6) ESCAP (1987) P.163 を参照。
( 7 ) モンテス（1989) p. 8 1 を参照。
(8 )  Achacoso (1987) pp. 11-13, pp. 16-18, および POEA 資料による(
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2.2 1975年以降のフィリピン人海外雇用の態棒

労働者の海外移動のデータには，移 動 す る 前 に P O E A 処 理 を 終 え た 人 数 の デ ー タ （渡航前届出べ

ース；Processed)と，移 動 後 定 着 し た 人 数 の デ ー タ （渡航後実行ペース；Deployed)の 2 種類がある。

届出を基にしたデータには働かずに戾ってきた人数や渡航せずに死んでしまった人数などを含むの

で， 後者の方が移動者の人数として適当なデータである。 しかし前者は1975年から収まされていろ
C9)

のに対し，後者は1984年からしか得ることができない。

表 1 と 圃 1 によって， フィリピン労働者の海外移動の大まかな推移を見ることができる。 届出べ 

ースの移動者数は1975年 の 3 万 6 千人から1980年の21万 人 ま で 5 年 間 で 約 6 倍に増加した。 その後 

1983年にピークを記録して減少を始める力 ’\ 再び増加に転じ，1989年には52万人を記録している。 

フィリピンの失業者数は1987, 88年 に そ れ ぞ れ 約 200万人であるので，海外への労働移動者数はそ 

の 約 4 分 の 1 である。 また， 労 働 力 の 2 % 強にあたる。 実行ベースの移動者データはおおよそ届出 

ベースと同じ動きをしているといってよい。

海 外 移 動 労 働 者 は 船 員 （sea based)と そ れ 以 外 （land based)に分けられる。1975年時点では船員 

の移動者数の方が多かったが， 船員数がなだらかに増加したのに対し， それ以外の労働者の増加は 

急激であったので， 今 で は 大 半 が 船 員 以 外 で あ る （図 2 参照)。 船員以外の労働者については新規雇 

用と再雇用を区別できる。 緩 や か に で は あ る が 再 雇 用 の 割 合 が ふ え て い る こ と が わ か る （表 2 参照)。 

また，新規雇用の移動労働者については孰族者が政府であったか民間であったか区別できる。1975

表 1 海外移動労働者の内訳（渡航前届出ペース）

移 動 者 数 シェア ( め

船員以外 船 員 計 船員以外 船 員

1975 12,501 23,534 36,035 34. 69 65.31

1976 19,221 28,614 47,835 40.18 59.82

1977 36,676 33,699 70,375 52.12 47.88

1978 50,961 37, 280 88,241 57.75 42.25

1979 92,519 44,818 137,337 67. 37 32. 63

1980 157,394 57,196 2U, 590 73. 35 26.65

1981 210,936 55,307 266,243 79. 23 20. 77

1982 250,115 64,169 314,284 79. 58 20.42

1983 380,263 53,944 434,207 87. 58 12.42

1984 371,065 54,016 425,081 87.29 12.71

1985 337,754 51,446 389’ 200 86. 78 13. 22

1986 357,687 56,774 41も 461 86. 30 13. 70

1987 425,881 70,973 496,854 85.72 14. 28

1988 381,892 95,872 477,764 79. 93 20. 07

1989 407,974 115,010 522,984 78.01 21.99

注 ：船員以外ニLand based,船員= Sea based. 

出 所 ：POEA資料

注 （9) Sagalla (1988a) p. 22 の注 3 を参照。
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図 1 フイりピン労働者送り出しの推移

単位•千人

出 所 ：POEA資料

図 2 フイリピン労働者送り出しの推移（渡航前届出ベース）

単位•千人

出 所 ：POEA資料
年
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表 2 船員以外の移動労働音の 
新規雇用，再雇用別内訳

(渡航前届出ペース） 0 0

表 3 船員以外の新規雇用移動 
労働者の韓旋者別内訳

(渡航前届出ペース） （％)

新規雇用 再 雇 用

1983 62 38

1984 56 44

1985 54 46

1986 56 44

1987 57 43

1988 52 48

1989 46 54

出 所 ：POEA資料

民 間 政 府

1975 52 48

1976 73 27

1977 72 28

1978 73 27

1979 81 19

1980 91 9

1981 95 5

1982 98 2

1983 97 3

1984 96 4

1985 94 6

1986 95 5

1987 95 5

1988 93 7

1989 91 9

出 所 ：POEA資料 

図 3 移動労働者の地域別内訳（渡航前届出ベース）

図 ア ジ ア 0 巾 東 □ そ の 他  

出所 ：National Statical Coordination Board, 1989 Philippine Statistical Yearbook.

年から政府による韓旋は低下を続け ’ 1980年 に O E D B の騎旋活動を対政府のみに服つてからはよ 

り 一 層 減 少 が 進 ん だ （表 3参照)。

図 3 と表4 によつて船員以外の移動労働者の地域別内訳を見ることができる。 双方とも毎年の労 

働者の流れを表すフロー  . データであり ’ そ の 時 点 そ の時点で何人いるかを表すストック• データ
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表 4 移動労働者の地域別内訳（渡航後実行ベース）

1984 1985 1986 1987 1988 1989

中 東 250,210 253,867 236,434 272,038 267, 035 211,081

ア ジ ア 38,817 52,838 72,536 90,434 92,648 86,196

ヨ 一ロッノく 3, 683 4, 067 3,693 5,643 7,614 7,830

オセ ア ニ ア 913 953 1,080 1,271 1,397 1,247

南北アメリ力 2,515 3,744 4,035 5,614 7,902 9,962

ア フ リ カ 1,843 1,977 1,847 1,856 1,958 1,741

信 託 統 治 領 2,397 3,048 3,892 5,373 6, 563 7,289

合 計 300,378 320,494 323,517 382,229 385,117 355,346

( シ。̂7 ) (%)

1984 1985 1986 1987 1988 1989

中 東 83.3 79.2 73.1 71.2 69.3 67.8

ア ジ ア 12.9 16.5 22.4 23.7 24.1 24.3
3  —  口 ツノく 1.2 1.3 1.1 1.5 2.0 2.2

オ セ ア ニ ア 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4

南北アメリ力 0.8 1.2 1.2 1.5 2.1 2.8

ア フ リ カ 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5

信 託 統 治 領 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.1

出 所 ：POEA資料

ではない。 届出ベースと実行ベースのデータはだいたい同じような動きをしている。 届出ベースで 

は中東への移動が1976年からトップである。 1984年85年 と 移 動 総 数 が 減 少 し そ の 後 ま た 増 加 し て  

いるが， このような変動の大部分が中東への移動者数の変化に対応したものである。 近年アジアへ 

の移動が目立って増加しており，1985年以降の移動者総数の回復を下支えしている。 た だ し 実 行  

ペースのデータによれぱ，1988, 89年に再び中東への移動が減少し， アジアへの移動者も89年に減 

少をみている。

中 東 へ の 労 働 移 動 に つ い て はAmjad (1989)が送り出し国を横並びにして分析している。 図 4 に

よると，近年のフィリピンはかつてのインドを上回るほどの労働者を中東に送り出していることが
(10)

わかる。 また， ピークの早い遅いはあるにせよ，他の送り出し国の中東への労働が現在では減少局 

面にあるのに対して， フィリピンの労働移動は一様な減少でなく，表 4 の実行ベースのデータと照 

らし合わせると，だいたい横這いであることが他と異なっている。

1975年に最も多い職種は医者，看 護婦，技 術 者 な ど の r プ ロフ；Cッ シ ョ ナル」 であったが，76年 

以 降 は 「生産労働者」 が他の職種を圧倒している。ただし，家政婦，清 掃 作 業 など の 「サービス従 

享者」 が年をおって着実に増加し， 87年 に は 「生産労働者」 を凌ぐほどになった。 「プ ロ フ ェッシ 

ョナル」「エ ン タ ー テ ィ ナ 一 」 も年々増加している。

フィリピンの銀行を通してなされた送金の額を表6 に示した。 総金額はピーク時に比べて減少し

注 （1のフィリピンのデータは渡航前届出ペースである。
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図4-1中東への労働移動(南アジア）
単位•千人

単位•千人
図4-2中東への労働移動(東南アジア）

出所 ：フィリピン以外：Amjad (1989). Table1 .1 より。
フ ィ リ ピ ン ：National Statistical Coordination Board, 1989 Philitpine Statistical Yearbook.
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400 一

300-

2 0 0 -

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987
1976 1978 1980 1982 1984 1986

□ プロフェッショナル0 エン夕一ティナ一® 享 務 職 D サ ー ビ ス 従 * 者 生 産 労 働 者 I□そ の 他

出 所 ：POEA資料

表 6 海外労働者の送金 （百万U S ドル）

注 ：1989年の数値は8 月までの値である。
原資料：フィリピン中央銀行（PO E A より入手）

たが，最近また増加の傾向にある。 送金額は輪出額の12〜19%にあたる。1988年の輸出額で見ると

第 1 位 が 電 気 . 電子部品で約15億ドル， 第 2 位が衣類で約13億ドルであるが， 第 3 位がココナツ製
(11)

品 の 6 億ドルであるので， 海 外 労 働 に よ る 送 金 （1988年で8 億ドル強）は， フィリピン第3 位の輸出 

品に準えることができる。 また，輸入額との対比で見るとその11〜13%にあたることから， フィリ 

ピン輸入に要する外貨の約5 分 の 1 を海外労働者の送金で賄っていることになる。 また，表 6 でま 

した数値はフィリピンの銀行を通した送金のみであり， これ以外に友人や自分自身で持ち込む，雇 

用者を通して送金するなどの手段によって流入する額を含めると，表 6 の数字は過小評価となる。

注 （11) National Statistical Coordination Board, 1989 Philippine Statistical Yearbook による,
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図 5 移動労働者の職種別内訳（渡航前届出ペース）

単位•千人 
500 _

年 (a)
輸 出

(b)
輸 入

(C)
貿易収支

(d)
送 金 (d)/(a) (d)/(b)

1982 5,021 7,667 - 2 ,646 810.48 0.16 0.11

1983 5, 005 7,487 -2,482 944.45 0.19 0.13

1984 5,391 6,070 -679 658. 89 0.12 0.11

1985 4,629 5,111 -482 687. 20 0.15 0.13

1986 も842 5,044 -202 680. 44 0.14 0.13

1987 5,720 6,737 一1,017 791.91 0.14 0.12

1988

1989

7,074 8,159 一1,085 856. 81 

606. 27

0.12 0.11



ある調査によれば，約80%の労働者が銀行システムを通して送金するとのことである。 なお，送金

と関連の深い賃金について，1981年に，移 動後の賃金が移動直前の賃金の約5 倍であったとの報告
(13)

がある。

(12)

全体として言えるのは，①労働力に占める海外労働者の割合で見ても，外貨稼得に占める送金の 

割合で見てもわかるように，労 働 者 の 海 外 移 動 は 国 内 経 済 に 大 き な 影 響 力 を 持 っ て い る こ と ，② 

1970年代半ば以来，移動先の中心は中東であったが，近年アジアへの移動が急増していること，③ 

移 動 者 の 職 種 の グ レ ー ド . アップが進んでいること， である。

3 . プ イ リ ピ ン の 労 働 者 の 海 外 送 り 出 し 政 策

フィリピン政府の労働者の海外送り出し政策は， 海外雇用促進政策，労働者保護政策， こ れ ら2 

つ 以外の送り出し政策と外貨送金管理政策の4 つに大きく分けられる。 以下， こ れら4 つの政策に 

ついて記し，最後に現在の移民政策について述べる。

(14)
3.1 海外雇用促進政策

3.1.1 P O E A による雇用幹族

最 も 直 接 的 な 雇 用 促 進 政 策 はPOEA による雇用韩旋である。 前述のように，1974年に労働法を 

制定した時点では，将来，民間の韓旋業者を全て参^除し， 当 時 の OEDB, N S B に雇用韓旋を一元 

化する計画であった。 その後1978年に民間の雇用韓旋を促進するよう方針を変えた後には， OEDB 

による幹旋は対外国政府相手のみに限定された。 その一方で，民間業者が外国政府を顧客とするこ 

とは可能であった。

現 在 は 厚 生 .雇 用 部 の 中 で 外 国 政 府 へ の 雇 用 幹 族 を 扱 っ て いる。 また， この部では，個人的に雇 

用 主 と 契 約 を 結 ん だ 労 働 者 の r指 名 雇 用 （Name Hire) 」 の登録手続きも行っている。 指名雇用の際 

には雇用主に雇用契約* , 健康診断書， 支払済の航空券の呈示が義務づけられている。

POEAに対して労働者紹介の打診が直接来ることがあるが，その場合，雇用主が相手国の政府機 

関ならぱ同部で処理し，相手が非政府機関ならば，各料旋業界の優良業者を紹介する制度がある。 

こ の 制 度 は 「顧 客 紹 介 シ ス テ ム （Client Referral Advisory System) 」 と呼ばれている。

同部ではこの他に，船員を含む海外雇用希望者の登録を行っている。 当初は政府雇用のための登 

録として始まった。面接，技能評価も同時に行われる。

注 （12) ESCAP (1987) p. 63 を参照。
( 1 3 ) 前掲言，pp. 98-101および Tan & Canlas (1989) pp. 230-35 を参照。
(14) Achacoso (1987) pp. 50-68 による。
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3 .1 . 2 市場調査 • 市場開発 . マーケティング

フィリピンでは海外労働市場のマーケケ ィング活動が盛んである。現在 100あまりの国•地域に 

労働者を送り出しているが，それも市場の分散を意識した政策の成果といえよう。

市場調査については3機関時代に，New Business U n i tという専門グループをO ED Bの中に 

置き，市場調査と計画を行っていたが， 計画は短期に限られ，規模も小さかった。 現在のPOEA 

で は 雇 用 備 サ ービス部が市場調査を担当している。

市場調査も計画もP O E A の労働者幹旋のためではなく， フィリピン全体の海外雇用促進のため 

に行われている。調査は地域ごとに分かれて行われており，各地域担当者が担当地域についてある 

程度の自立性を持って調查するというシステムになっている。1984年から総合市場開発5 力年計画 

が策定され，長期的観点から計画がなされるようになった。1986年からは地域的視点のみならず， 

労働者の持つ技術能力も考慮した計画がなされている。

調査の結果は，「市場状況報告」として毎月関係団体に配布されており，その後各団体が人材鹤 

旋業者，請負業者に配布する仕組みになっている。 これに加えて P O E A の担当課では国別報告を 

毎年突表している。また，各受け入れ国の入国管理政策や経済関係法にっいても情報を収參し分 

析を加え，公表している。 この他に，収* したデータは希望に応じて適宜，顧客，韩旋業者双方に 

提供されている。

分析は主に二次資料に基づく力;， P O E A の各地代表部， 大使館員や労働担当官からも情報収*  

をしている。 直接的情報収集としては他に， 調查使節団の派遣を行っている。 メンバーはPOEA 

を中心とする関係機関の公務員で，現地の賃金水準，開発計画，競争相手となる他の送り出し国の 

データ，労働 • 経済関係法，雇用慣習などについてヒアリングを行う。1986年までにバプアニュー

ギニア， サイバン， グァム， サウジアラビア， イラク， ヨルダン， シンガポール， プルネイ， ソ連，

日本， クュート，アラブ首長国連邦などの各国. 地域に派遣を行った。

受け入れ国との関係づくりのための使節団派遣も行っている。これは，潜在的な受け入れ国の門 

戸を開放させたり，関係を強化する目的で，P O E A の長官や次官クラス等が訪問する。民間団体を 

同行させることもあるが，その際の人選は業界団体に任せ，最終的にPOEA管理委員会議長（労働 

雇用大臣）が承認する。 民間団体随行によってかかった費用は基本的に民間団体持ちである。 1985 

年までにサウジアラビア， イラク， フランス， プルネイ， アメリカ， 日本などに派遣を行った。一 

般に使節団の派遣には費用がかさむので実施の検討は慎重になされ， P O E A管理委員会の承認が 

必要とされる。

受け入れ国との関係強化という意味では他に，フィリピン大使館の労働担当官の受け入れ国関係 

機関訪問， POEA主催による在マニラ各国大使館員との定期会合の2 っがある。 双方とも，フィ 

リピン労働者雇用の協力依頼と共に各国の情報収集が図られる。

この他に宣伝を目的とした，記者会見，記享揭載，各種バンフレットの作成，ダイレクトメール 

の発送なども行われている。
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3 . 2 労働者保護政;;

(15)
3 .2 .1 韓旋業者管理

雇用者の保護のために幹旋業者は厳しく管理されている。外国にいる民間人の雇用主がフィリピ
(16)

ンの労働者を募集する場合には，フィリピンで認可された民間の幹旋業者を通さなければならない。 

労働者を幹族できる業者は4 つに分類されている。具体的には，雇用代理人，サービス請負業者， 

建設請負業者，船員紹介業者である。1988年12月31日現在で，雇用代理人が330社，サービス請負 

業者が79社，建設請負業者が44社，船員紹介業者 . 船会社が249社，認可を受けている。雇用代理 

人とは，雇用主に代わって労働者を募集し，配置することを認可された業者を指す。サービス.建 

設の両請負業者とは，自らが海外での労働者の雇用主として，労働者を募集し，配置することを認 

可された業者を指す。請負業者は労働者の直接の雇用主であるので，作業現場の管理，賃金の支払 

い，労働者の家族への送金に責任を持つ。船員紹介業者とは公海を運航する船舶の船員の募集を認 

可された業者を指す。

雇用代理人は関係書類を作成し，労働者を作業現場に送るまでの費用として，最高 5,000ぺソを 

労働者から徴収することが許されている。費用の項目としては，技能試験科，健康診断料，旅券 . 

ヴィザ手続き料，予防接種代，空港使用料，旅行税，契約* の公証費のみが含まれ得る。請負業者 

は自らの享業のために労働者を作業現場に送るのであるから，関係言作成費のみ徴収することが 

許されている。最高額は1,500ぺソである。船員結介業者が労働者から金を徴収することは一切で 

きない。

これら幹旋業者の許認可はP O E A の許認可•規制部で行われている。 韓旋業者の外貨稼得，労 

働者配置実績は定期的にチェックされる。船員紹介業者は年間で最低100人の労働者の送り出し実 

績が要請されており，これ以外の骑旋業者は200人の送り出しが求められている。請負業者，船員 

紹介業者には， 労働者の賃金の天引き額（家族に送金するため)，外貨収入などについての報告が命 

ぜられている。雇用代理人については，家族への送金が義務づけられて い な いことから，外貨収入 

のみ報告が求められる。

四半期ごとに，認可されている戟族業者，認可を一時停止されている翁旋業者，認可を取り消さ 

れた韩旋業者，永久に認可を認められない韓族業者のリストが公表されている。同時に，労働者配 

置実績，外貨収入，経営の健全性，規則の遵守の面でそれぞれ模範業者が発表される。模範業者に 

は，言類処理が優先的になされるなどの特典が与えられる。

4  -ズ (17)
3 .2 .1 雇用契約の妥当性，労働者の渡航の適法性の確認

雇用主がフ ィリピン労働者を雇用したいときには，幹旋業者を通して雇用契約* その他をPOEA

注 （1 5 ) 前掲論文，pp. 21-26お よ び POEA資料による。
( 1 6 ) 既に本人と雇用契約が済んでいる「指名雇用」（3 .1 ,1参照）はこのかぎりではない
(17) Achacoso (1987) pp. 19-20, pp. 25-26, pp. 39-41および POEA 資料による。
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に提出しなければならない。 これらの* 類は雇用準備サービス部の中で検査され， 国際的な雇用慣 

例およびフィリピン政府の最低労働契約基準に照らして問題がなければ承認がなされる。 フィリピ 

ン政府の最低基準として， ①賃金，残 業 手 当 が 労 働 雇 用 局 と P O E A の基準を満たすこと，②フィ 

リピンで労働者が雇用された地点から海外の作業現場までの往復の渡航手段が無料で提供されるこ 

と，③作業現場での適当な宿泊施設が無料で準備され，現地で生活するのに充分な食費， 生活費が 

与えられること，④緊急時の医療，齿科治療を完備し，無料で治療が行われること，⑤雇用関係を 

終了する場合には，正当な理由が存在すること，⑥労働者の家族への送金に協力すること， その他， 

危険地域での労働者保護と補償，労働者が作業現場で死去した場合の処置について言■及されている。 

また，雇 用 主 S 体についても， 信 頼 が お け る か ど う 力 \合 法 的 に 享 業 を 行 っ て い る か ど う 力 海 外  

の フィリピン大 使 館 などの協力を得て， 確認する。

雇 用 契 約 の モ デ ル を P O E A が作成し，外国政府に提出するということも行われた。1987年時点 

では，イタリアのフィリピン人家政婦の雇用契約のモデルがイタリアの労働局に提出された他， サ 

ウジアラビアの労働者， 中東，北マリアナ諸島， シンガポール，マレーシア， プルネイの家政婦に 

ついてモデル契約が作成中であった。

これまでみたように，労働者が募集され，雇用契約が成立するまでに，幹 族 業 者 ，雇用契約，雇 

用 主 の 妥 当 性 に つ い て P O E A によって検討がなされるが， 最後にマニラ国際空港に設けられた労 

働 者 支 援センタ 一 （Labor Assistance Center ; LAC) で 出 国 の チ エックが行われる。L A C は POEA, 

中央銀行等の諸省庁の共同管理による機関である。通 達 （Letter of Instruction) 第 1320号 の 「雇用 

労働省によって適切に処理された雇用契約を持つ労働者のみが出国を許可される」 という条項に基 

づいて， 各労働者の契約* , 航空券， ヴィザ，等 関 係 言 類 が チ :n ックされ，パスポートの最 後のぺ 

ージにスタンプが押される。 このような厳重な管理を行っていても，偽 造バスポートや偽の書類，

偽スタンプなどが横行しており， 問題視されている。

(18)

3 .2 .3 違法行為の起訴と審判

海 外 雇 用 に 関 わ る 違 法 行 為 の 起 訴 お よ び 審 判 もP O E A が扱っている。 こ の た め に P O E A では 

10数人の法唐家を擁し，毎年1,000〜2,700件もの訴訟を扱っている。 問題の多くは不法解雇，賃金 

の不払い，違法職業韓旋，違法な手数料請求などである。韓旋業者は雇用主と連帯して責任を負う 

ことになっている。 これによって許可の停止，取 り 消 し 永 久 追 放 に な っ た 業 者 は 前 述 の リ ス ト で  

公表される。

1970年代半ばから始まった中東諸国への大規模な労働者移動は， 中東諸国政府にとってもフィリ 

ピン政府にとっても初めての経験であったので，必要な法律，制度の整備が進まず， 今もって充分 

であるとは言•えない。 また， フィリピンの騎 旋 業 者 をフィリピンの法 に よ っ て 起 訴 •ま 判 す る こ と  

は可能であるが，外国の雇用主を相手にすることは困難である。 連帯責任に基づいて幹旋業者に賠

注 （1 8 ) 前掲論文，pp. 24-27, ESCAP (1987) pp. 162-65,住 々 木 （1989b) pp. 6-7 による。
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償を求めても， 多くの場合は韩旋業者の資本が小さく，賃金支払い要求等を満たすことはできない。 

究 極 の 手 段 は PO EA が雇用主の国で訴訟を起こすことであるが，POEA の能力にはそれほどの余 

裕がない。 というわけで， 2 国間交渉により然るべき取り決めを受け入れ国と進める等の根本的解 

決策が必要である。

(19)
3 . 2 . 4 労働者へのサービス 

P O E A は労働者や労働者の家族からの苦情処理も行 っ て いる。 また，各国駐在の労働担当官，市 

民 グ ル ー プ か ら も関連する報告を受けている。 習慣の違い，文化の違いから問題が生じるケースも 

あるので，渡航する労働者には義務として出発前に，受け入れ国の労働法，文化などについてのオ 

リ エ ン テ ー シ ョ ンを受けさせている。P O E A は， P O E A を通して契約した労働者に対してオリエ 

ンチ ー シ ョ ンを行うと同時に，幹旋業者団体が開くオリュンチ ー シ ョ ンの監視を行っている。

各国駐在のフィリピン大使館の労働担当官， 厚生担当官は現地で雇用されている労働者の保護に 

あたっているが， そ の 数 は 全 体 の 大 使 館 員 （attache)の な かの一握りでしかない。 1983年 3 月に 

POEA の 最 初 の 海 外 拠 点 と し て 「地 域 労 働 セ ン タ ー （Regional Labor Center; R L C )Jがサウジアラ 

ビアに開設され， 中 東 • アフリカ地域の雇用促進と労働者保護にあたることとされた。 しかし，雇 

用関係の問題が多すぎるのに対して人手が足りないため，雇用促進にあまり力が回らない状態であ 

るという。

国 内 に は 7 っ の P O E A 地 方 享 務 所 （Regional Extension U n it)がある。 それぞれ各地方の戟旋業 

者の監視や，労働者が不法な募まに応じないようにするキャンペーン等，不法行為を予防するため 

のサービスを行っている。

この他， 労 働 者 の 厚 生 面 は 「海 外 労 働 者 厚 ‘生 庁 （Overseas Workers Welfare Administration ； 

OWWA) 」 が受け持っている。 O W W A は雇用主に義務づけた出資金で運営され，労働者への出稼 

ぎ費用の貸し付け， 船員の技術訓練， 労働災まにあった労働者の社会復帰援助，有事の際の帰国ア 

レンジ等の活動を行っている。

3 . 3 その他の送り出し政策

(20)
3 . 3 . 1 渡航届出の迅速な処理 

戟旋業者が提出した契約言その他をもとに労働者の渡航書類等の処理が行われるが， この業務は 

1982年 の 通 達 第 1217号により， ワ ン ス ト ッ プ 処 理 セ ン タ ー （One-Stop Processing Center ; OSFC) 」 

に移管され，他省庁の周辺業務と合わせた迅速な処理が図られている。

注 （19) Achacoso (1987) pp. 28-32,佐 々 木 （1989b) pp. 7-8, ESCAP (1987) pp. 165-66,山 本 （1989) 

p .16による。
(2の Achacoso (1987) pp. 20-21, pp. 35-38 を参照。
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O S P C は P O E A の渡航書類処理と外務省の旅券処理， フィリピン観光局の旅行税減免の3 つの 

業務を統合した。O S P C は P O E A が監督し決議は関係機関による政策調整爱員会で行う。 これ 

により日に1,600〜2 ,000人の労働者にサービスを行うことができるようになり，言類処理の期間は 

3 週間から 5 日に短縮された。ただし，1984年に旅券発行システムが変わり，雇用契約がなくとも 

労働者に旅券が発行されるようになったため，外務省の協力の必要がなくなり，1985年に外務省の 

スタッフは引き上げた。

(21)
3 . 3 . 2 エンターティナ一の資格認定

「じゃぱゆきさん」 ということばがあるように， フィリピン女性の売參は批判の的になってきた。 

その批判の矛先が売卷側に求められるぺきか買卷側に求められるぺきかはともかくとして， フィリ 

ピン政府も3 ま関体制の時代から対策に苦慮してきた。そこで 1983年 6 月，P O E A 力；「フィリピ 

ン .ユンターティナー資格認定セソタ一」を設立し，音楽.ユンターティメント産 業 会 議 所 〔The 

Chamber of Industries in Music and Entertainment; C H IM E )との協力のもとに，エンターチィナー 

の資格試験を始めた。 このセンターの資格試験に合格した者のみ，ユンターティナ一のヴィザで海 

外へ渡航できる。オーディションは歌手，バンド， ダンサーに分けて行われる。審査員はクラシッ 

クバレエ， ジャズダンス等の専門家で，不正を防止するためにオーディション当日の朝，その日の 

審査員として，何人かいる審査員対象者の中から3 人が選ばれるという念の入れようである。ただ 

し，資格試験に合格しても，雇用主がつかなければエンターティナ一として海外で働けない。結局 

のところ，資格認定制度によってエンターティナー全体の質が著しく向上したとは考えられない。 

旅行者としてヴィザをとり，不法就労するケースが多いからである。

(22)
3 . 4 外貨送金管理政策

表 6 で見たように，外貨繰りの悪いフィリピンでは海外の労働者からの送金は重要な関心享であ 

る。 フィリピン政府は1982年12月に大統領命令（Executive Order)第 857号を発し，翌年 2 月より 

海外労働者に， 賃金の一定割合（職種によって50〜70 % )を， フィリピンの銀行システムを通して家 

族へ送金するよう命じた。 この命令によれば，まず，労働者は渡航前に同命令に同意することを譬 

約させられる。そして渡航後，当局が送金* 類をチェックし，定められた割合の送金が行われてい 

ない場合には旅券の再発行が行われず，次の雇用契約も認められない， という罰則がつく。 この制 

度を厳格にま行するために，旅券の有効期限は1 年間に限定された。

この命令は所得の処分の自由を制限するものであり，採用された為替レートがぺソの過大評価気 

味 （送金1 ドル分で家族が手にできるぺソの額面は小さくなる）だったこともあって，国内およびヨーロ 

ッバ， アメリカ， 香港の労働者が抗議行動を起こした。 I L O も同命令に対し批判を行い， 結局，

注 （2 1 ) 佐 々 木 （1989a) , および Achacoso (1987) pp. 41-43 を参照。
(22) Suarez (1989), CIIR (1987) pp. 28-30, ESCAP (1987) pp. 182-83 を参照。
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1985年 5 月に大統領命令第1021号が発せられ， 第857号に含まれていた罰則の規定が取り消された。 

これによって， 第 857号自体は取り消されずに存在するものの， 罰則がなくなったことから，実質 

上第857号は無効となった。

一方，海外の労働者が家族に送金する場合，銀行は使いにくいという批判がある。送金が非公式 

ルートを通じて行われたり，送金されずに海外の外貨預金にされたりすると， フィリピ ン の 外貨準 

傭の増加にはつながらないことになる。

実際， フ ィ リピンの銀行は海外労働者にとって身近な存在ではない。 海外労働者の大半が働いて 

い る 中 東 に は 1 行がバーレーンに支店を持ってい る だけである。 外銀 と コル レス契約を結んでいる 

銀行はたくさんある力;，海 外 支 店 は フ ィ リピンの銀行全体で14行 （アメリカ5 , グアム2 , ロンドン2 , 

香港2 , 台北1 , シンガポール1 , バーレーン1 ) のみである。 こ れ は 特 に 中 東 で ，外国銀行の進出が 

あまり好まれないせいでもある。 サウジアラビアの金融機関と特別契約を結んで送金の便宜を図っ 

てもらっている銀行もあるが， いちばん問題であるとされている， 労 働 者 へ のア クセ ス に ついては 

あまり改善が進んでいない。

対策がとられ始めたのは最近のことである。 大手の米銀が独自のネットワークを使って1988年よ 

り， フィリピン人非居住者向けのサービスを始めた。 旧西ドイツのフィリピン人労働者については， 

ドイツの郵便局を通してフィリピンの商業銀行の口座から送金を引き出すプログラムが計画されて 

いる。 また， 中央銀行の金融S 員 会 が 海 外 労 働 者 厚 生 庁 （O W W A )を中央銀行の代理とし，外貨の 

購入にあたらせることが決定した。

銀行による送金のもうひとつの問題は，送金が送られてから届くまでに日数がかかりすぎること 

である。 この問題は国会でも取り上げられた。 中 央 銀 行 が 主 要7 銀行に，送金に要する日数を調べ 

させたところ， どんなに長くても7 日間であるという回答を得た。 そして， それ以上かかる場合と 

いうのは，送金者が必要事項を記入していない， あるいは送金を受け取った海外の銀行のシステム 

が定まっておらず，家族へ送金するための必要#項がフィリピンの銀行に適切に伝わらない場合で 

あるという。 結局のところ， フィリピンの銀行ネットワークが海外に充分広がっていないことが問 

題の根源と思われる。

フィリピンの銀行を経由して送金することに優遇措置をつけることも検討されている。一つの案 

として次のようなものが出されている。 労 働 者 が 得 た 外 貨 を O W W A またはフィリピン国立銀行 

(Philippine National Bank; P N B )が 「労働者外貨証券」 と 交 換 し OWWA-PNBはその外貨でも 

ってフィリピン債務の債券を，流通市場で安値で買い取り， 今度はその債券を額面 fffi格で中央銀行 

に売る。 この取引 に よ りOWWA-PNBは債券の額面価格と市場価格の差額分だけ多くぺソを得る 

ので， P N B 力’;，労 働 者 の 家 族 の 持 つ 「労働者外貨証券」 と引き換えに，50%増しの送金額を与え 

るというわけである。 これはフィリピン債務の削減にもつながる力；，実質的な二重為替レートにな 

ること， 流通市場でのフィリピン債券価格がいつまでも充分安いとは限らないこと，r 労働者外貨 

証 券 」 を譲渡可能にした場合に悪用されるおそれのあることなどが問題点として挙げられ，検討が
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表 7 リピン人移民の国別内訳 (人）

年 アメリカ オ'一スト 力 ナ ダ そ の 他 合 計
(め ラリア (め (め (%)

1975 12,001 82.8 601 4.2 1,750 12.1 140 0.9 14,492

1976 31,098 82.5 1,035 2.7 4,968 13.2 589 1.6 37,690

1977 31,885 80.8 1,961 5.0 5,183 13.1 422 1.1 39,451

1978 27,573 71.9 2,703 7.1 7,229 18.9 840 2.2 38,345

1979 30,458 75.3 2,925 7.2 6,102 15.1 965 2.4 40,450

1980 36,455 80.1 1,632 3.6 4,713 10.4 2, 700 5.9 45’ 500

1981 40, 307 82.5 2,752 5.6 5, 226 10.7 582 1.2 48,867

1982 44,437 82.4 2,931 5.4 も898 9.1 1,687 3.1 53,953

1983 3 も 794 81.9 2,608 6.1 3,946 9.3 1,133 2.7 42,481

1984 34,682 83.5 2,915 7.0 2,463 5.9 1,491 3.6 41,551

1985 38,653 85.4 3,458 7.6 2,097 4.6 1,061 2.3 45,269

1986 40,650 82.4 4,374 8.9 3,206 6.5 1,108 2.2 49,338

1987 40,813 72.4 8,983 15.9 5,757 10.2 797 1.4 56,350

1988 40,128 69.1 9,341 16.1 6,608 11.4 1,989 3.4 58,066

続けられている。 この他民間銀行の中には，送金に宝くじをつけるという案を出した銀行もある。 

(23)

3.5 移民政策

移民は海外労働者と違い， 国籍を受け入れ国に移す人々である。 移 民 の 規 模 は 年 間 4 〜 6 万人台 

で，海外労働者の10%強 に あ た る （表 7 参照)。移 民 に つ い て は1980年 に 創 立 さ れ た 「海外フィリピ 

ン 人 委 員 会 （Commission on Filipinos Overseas ; CFO)」 が扱っている。 大 統 領 府 が C F O を管轄し 

ている。

C F O は移民を奨励もせず， 抑制もしていない。 移 民 を 申 し 出 た フ ィリピン人に適切なサービス 

を 行 う こ と が C F O の趣旨である。 業務としては， 出発前の登録手続き，受 け 入 れ 国 の 社 会 .文 化  

についてのセミナーの開催，フィアンセまたは配偶者として移民するフィリピン人へのカウンセリ 

ング，受 け 入 れ 国 到 着 の 3 力月後に移民が送ることになっている手紙の処理，調查および公共的な 

情報 提 供 ，等を行っている。

おわ に

フィリピンの海外送り出し政策の最も大きな特徴は，民間部門の力をうまく活用しているところ 

にあるといえる。 このこと力:， インドなどと比べて人口が少ないにも拘らず，労働者の海外移動数 

がこれら諸国より多い理由の一つであろう。

しかし， 3 機関体制のスタート時に考えられていたように，民間部門を組み入れることは反面，

注 （23) CFO (1989)およ びC FO 資料による,
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不法行為や詐欺，契約不履行などの問題を起こりやすくさせる。 実際問題として， そのようなケー
(24)

スは枚挙に暇のないほど新聞等で報道されている。 だが， こ れ ま で み て き た P O E A の幹旋業者营

理から考えると，認可を受けた戟旋業者が不法行為を行うことは自殺行為に等しいことがわかる。

ということは， 多くの不法行為は許可を得ていない韩旋業者が行っているものと推測される。認 可

されている業者，認可を取り消された業者はリストにされて発まされるのであるから，海外での劳

働を考えている労働者は本来， そのリストを見て幹旋業者を選ぶことができるはずである。 それが.

できないのは，不法行為や不法幹旋業者についての情報，認可された業者のリスト等々が労働者に

充分伝わっていないからであると思われる。 旅行ヴィザで外国に入国し，認可を得ずに働くとどう

い う こ と が 起こり得るのか， 幹旋業者によるどういう不法行為があり得るのか， 等 を P O E A と

P O E A の地方* 務所などを通して，より広く労働者に理解させることが，悪質な幹旋業者の取蹄と 
(25)

同程度に重要であると考える。

労働者の保護についてもP O E A はさまざまな対策をとっているが， 海外の作業現場で起こった

問題については手が届かないというのが実情のようである。 これは，本質的には受け入れ国が管轄
(26)

すべきであり， その方が効果的でもあると考える。 2 国間交渉等により，受け入れ国に外国人労働<

者の保護を求め続けることが必要である。

送金については，雇用主が賃金から天引きする場合にはピンはね，送金遅延等のトラプルがあり 
(27)

得 るので，特に船員の場合難しいが，労働者が賃金全額をもらい， 自分の手で送金するのが望まし 

い。そのためには，公式 の 送 金システムが確立され， ネットワークが各国に行き届く必要がある。

以上， 労働者の送り出しシステムがかなり整ったフィリピンでも多くの問題が残されていること 

がわかった。 受け入れ国の協力によらなければ解決の難しい問題も多々ある。 情報を行き渡らせる 

だけである程度の改善が進みそうな問題もある。 問題の多さ， あるいは大きさの故に，海外への労 

働者送り出し自体を否定するのではなく，一つ一つ解決策を探り，実行していくことが，既に広く 

海外移動の行われているフィリピンでは，最も大切であると考える。 しかしそれはフィリピン労働 

者の海外移動のこのような大きな流れをただ肯定するという意味ではない。 労働者の海外送り出し 

がフィリピンの社会に与える影響についてはより一層踏み込んだ分析を行い， その評価について議 

論されることが必要である。 また， 国内での雇用機会創出のための方策を練ることも同 I f に重要で 

き)る。

注 （24) CIIR (1987)には受け入れ国別に多数のケースがfl■及されている。
( 2 5 ) チュラロンコン大学経済学部のDr. Sumalee Pitayanonによれば，タイの不法児童労働は，児童 

を送り出す村でのキャンペーン活動，親への説得によってかなり減少したという。同様のことがフィ 
リピンの労働者の海外移動についても期待される。

( 2 6 ) たとえぱ日本ではアジア労働者問題懇談会〔1988)が出版されるなど，労働基準法が違法外国人労 
働者を含むあらゆる労働者に適用されることを，外国人労働者に伝えようという動きが民間で起こっ 
た。 このような活動も重要であると考える。

(27) CIIR (1987) p. 87, pp. 108-109, p .113 を参照。
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付表フィリピン海外雇用斤の組織図

雇用準備サービス部

(►契 約 承 認 課

ランドペース契約 
承認係

船員契約承認係

!►雇用契約処理課

ランドベース労働者 
狐理係

船 貝 级 理 係

■M国 労 働 者  
処理係

1►マーケティング課

市 場 調 查 係

市 場 開 発 係

管理委員会

長 官

地方事務所

管理サービス部

(以下、課 .係は省略）

厚 生 • 雇 用 部

雇 用 課

労働力登録係

労働力開発係

政府雇用紹介課

顧客サービス係

募 集 •文書係

厚生サービス課

渡航準備 
すリエンTーション保

厚 生 援 助 係

許 認 可 •規制部

雇 用 躲 制 課

雇用サービス
視制課

許 可 課

許認冗•評価係

検 查 係

L 反一不法リクルート課

法 的 援 助 係

監 視 .実行係

起 訴 係

ワンストップ 
処理センター

審 判 部

審 判

- 人材暮集規制課

H 法的調査•
訴訟記錄•施行課

法 的 調 查 係

訴 記 録 '
施行係

注 ：「部」はoffice、「課JはBranch、「係」はDivisionである。 

ai所 ：P O E A 資料
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